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付則

呉市は，美しい瀬戸内海と灰ヶ峰，休山が織り成す風光明媚な自然に恵

まれ 「ものづくり」のまちとして発展を遂げてきた。，

２１世紀を迎え，社会経済活動の成熟化や少子・高齢化，高度情報化等

が急速に変化する中で，ゆとりと豊かさが実感でき，個性と輝きのある創

造性豊かな都市として更に発展を続け，また，人が人として大切にされ互

いに支え合う，やさしさあふれる都市（ハーティポリス）を創造していく

には，男女が互いにその人権を尊重し責任も分かち合い，性別にかかわり

なく，その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が，緊

要な課題である。

呉市では，男女共同参画を推進するために様々な取組を計画的に展開し

てきたところではあるが，性別による固定的役割分担意識やそれに基づく

社会慣行は依然として根強く，女性の労働力率も出産・子育て期に大きく

低下する傾向があり，家庭生活と他の活動との両立が必ずしも十分でない

等，真の男女平等を達成するには，なお一層の努力が必要である。

こうした現状を踏まえ，更に豊かで活力ある呉市を創造し，未来に引き

継いでいくためには，地域社会を構成する市，市民及び事業者が自らの役

割や責任を自覚し，自らの意思と相互の協力により，積極的に男女共同参

画に関する施策を推進しなければならない。

私たちは，市，市民及び事業者の協働によって，男女共同参画社会の実

現を図るため，この条例を制定する。

第１章 総則

（目的）

この条例は，男女共同参画の推進に関し必要な事項を定めるととも第１条

に，本市の男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，市，

市民及び事業者が積極的に役割を担い合う協働によって豊かで活力ある男

女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該

各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として，自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって

男女が均等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することが

でき，かつ，共に責任を担うことをいう。



(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善する

ため，必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を

積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により，その言動を受けた

個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応によ

り当該個人に不利益を与えることをいう。

（基本理念）

家庭，職場，学校，地域その他の社会のあ第３条 男女共同参画の推進は，

らゆる分野において，男女の個人としての尊厳が重んじられること，男女

が直接又は間接に性別による差別的な扱いを受けないこと，男女が個人と

して能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重され

ることを旨として行われなければならない。

２ 男女共同参画の推進に当たっては，社会における制度又は慣行が，性別

による固定的な役割分担等を反映して，男女の社会におけるあらゆる活動

の自由な選択を妨げることのないよう配慮されなければならない。

３ 男女共同参画の推進は，男女が社会の対等な構成員として，市その他の

団体における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保

されることを旨として行われなければならない。

４ 男女共同参画の推進は，男女が相互の協力と社会の支援の下に，子の養

育，家族の介護等家庭生活における活動と職業生活その他の活動とを両立

して行うことができるようにすることを旨として行われなければならない。

５ 男女共同参画の推進に当たっては，男女がお互いの理解の下で，生涯に

わたる妊娠，出産その他の性と生殖に関する事項に関し，自らの決定が尊

重され健康な生活を営むことについて配慮されなければならない。

６ 男女共同参画の推進は，当該取組が国際社会における取組と密接な関係

を有していることに留意し，協調して行われなければならない。

（性別による権利侵害の禁止）

だれであっても，家庭，職場，学校，地域その他の社会のあらゆる第４条

分野において，性別を理由とする権利侵害や差別的な取扱いを行ってはな

らない。

２ だれであっても，家庭，職場，学校，地域その他の社会のあらゆる分野

において，セクシュアル・ハラスメントその他の人権を侵害する性的な言

動や性暴力を行ってはならない。

３ だれであっても，配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行

為を行ってはならない。

（市の役割）

第５条 市は，男女共同参画社会の形成に向けての責任を自覚し，実施する

あらゆる施策に男女共同参画の視点を取り入れ，関係機関と連携し，男女

共同参画に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ ）を総合的かつ。

計画的に実施するものとする。



２ 市は，男女共同参画の推進に当たり，市民及び事業者と協働して取り組

むものとする。

３ 市は，男女共同参画に関する施策を推進するため，必要な財政上の措置

その他の措置を講じるように努めるものとする。

（市民の役割）

第６条 市民は，男女の性別による差別的取扱いを排除するとともに，固定

的な役割分担意識に基づく制度や慣行を改善するよう努めるものとする。

２ 市民は，家庭，職場，学校，地域その他の社会のあらゆる分野において，

男女共同参画の推進に寄与するように積極的に取り組むものとする。

（事業者の役割）

第７条 事業者は，男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に

努めるとともに，職業生活における活動と育児や介護等の家庭生活におけ

る活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよ

うに努めるものとする。

２ 事業者は，その事業活動に関し，男女共同参画の推進に寄与するように

積極的に取り組むものとする。

３ 事業者は，市が実施する男女共同参画に関する施策に協力するものとす

る。

第２章 基本的施策

基本計画）（

第８条 市長は，男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため，基本計画を策定しなければならないものとする。

２ 基本計画には，次に掲げる事項を定めるものとする。

男女共同参画社会の形成の促進に関して総合的かつ長期的に講じるべ(1)

き施策の基本的事項

(2) 前号に掲げるもののほか，男女共同参画に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項

３ 市長は，基本計画の策定及び変更について，市民及び事業者との協働に

より行い，当該策定及び変更をしたときは，速やかに公表するものとする。

４ 市長は，基本計画の策定及び変更に当たっては，あらかじめ，呉市男女

共同参画推進審議会の意見を聴くものとする。

（年次報告）

第９条 市長は，基本計画に基づいた施策の総合的な推進を図るため，男女

共同参画に関する施策の実施状況を調査分析した報告書を作成し，これを

公表するものとする。

（市の施策・方針決定過程への女性の参画推進）

第１０条 市は，率先垂範して，施策・方針決定過程への女性の参画を推進

するため，次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 市の執行機関である委員会の委員若しくは委員又は附属機関である審

議会等の委員その他の構成員の選出に際して，女性の登用に努めること。



(2) 市の行政機関における男女共同参画を図るため，女性職員の積極的な

職域の拡大，登用及び能力開発に努めること。

(3) 職員が職業生活と家庭生活その他の活動とを両立することができるよ

う支援するため，育児休業，介護休暇等の制度について，性別にかかわ

りなく共に活用できる環境づくりに努めること。

（男女共同参画に関する教育，学習の振興）

第１１条 市は，市民が男女共同参画に対する関心と理解を深めることがで

きるようにするため，家庭教育，学校教育及び社会教育のあらゆる分野の

教育において，男女共同参画に関する教育，学習の振興について必要な施

策を行うものとする。

（家庭生活と職業生活その他の活動の両立支援）

第１２条 市は，男女が共に家庭生活における活動と職業生活その他の活動

とを両立することができるよう，子育てや介護等の支援を行うものとする。

（情報収集と調査研究）

第１３条 市は，男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため，情報収集及び調査研究を行うものとする。

（市民の理解を深めるための措置）

第１４条 市は，市民及び事業者の男女共同参画の推進についての理解を深

めるため，広報啓発活動を行うものとする。

（男女共同参画の推進に向けた支援）

第１５条 市は，市民及び事業者が行う男女共同参画への取組（積極的改善

措置を含む ）が促進されるよう，必要な情報提供その他の協力を行うもの。

とする。

（苦情又は相談への対応）

第１６条 市は，男女共同参画の推進を阻害する問題についての苦情又は相

談を受けた場合は，関係機関との連携を図りながら適切に対応するものと

する。

第３章 呉市男女共同参画推進審議会

（審議会の設置）

市は，男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的第１７条

な施策及び重要事項を調査審議するため，呉市男女共同参画推進審議会（以

下「審議会」という ）を設置する。。

（審議会の組織，運営）

第１８条 審議会は，１５名以内の委員をもって組織し，男女のいずれか一

方の委員の数は，委員総数の１０分の４未満であってはならないものとす

る。

２ 委員は，市民及び学識者等のうちから市長が委嘱する。

３ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任

期間とする。

４ 委員の再任は，これを妨げないものとする。



５ 前各項に規定するもののほか，審議会の組織，運営について必要な事項

は，市長が別に定めるものとする。

付 則

この条例は，公布の日から施行する。


